
　
認
知
症
の
正
し
い
理
解
、
認
知
症

の
人
や
家
族
を
支
え
る
こ
と
を
目
的

に
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

を
随
時
開
催
し
て
い
ま
す
。
受
講
い

た
だ
い
た
事
業
所
に
は
、「
認
知
症
み

ま
も
～
り
～
♡
事
業
所
ス
テ
ッ

カ
ー
」を
配
布
し
ま
す
。開
催
を
希
望

す
る
場
合
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

対 

市
内
事
業
所（
10
人
程
度
か
ら
）

内 

若
年
性
認
知
症
・
高
齢
者
の
認
知

症
に
つ
い
て
の

正
し
い
知
識
や

対
応
の
心
得
、

相
談
窓
口
の
紹

介
な
ど

問�

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

（
５
８
１
）０
３
３
０

　

（
５
８
１
）０
２
０
３

令
和
5
年
度 

第
2
回 

守
山
市
都
市
計
画
審
議
会 

傍
聴
者
募
集

　
本
市
が
定
め
る
都
市
計
画
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
審
議
を
行
い
ま

す
。

時 

２
月
８
日（
木
）午
前
10
時
～
正
午

所 

市
役
所 

３
階 

34
会
議
室

定 

５
人

申 
２
月
７
日（
水
）午
後
５
時
1５
分
ま

で
に
左
記
へ
申
し
込
み
。

他 

・ 
傍
聴
を
予
約
し
た
人
は
、
開
会

10
分
前
ま
で
に
直
接
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　
・   

案
件
の
内
容
に
よ
り
、
全
部
ま

た
は
一
部
非
公
開
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問 

都
市
計
画
・
交
通
政
策
課

　

・
有（
５
８
２
）１
１
３
２

　

（
５
８
２
）６
９
４
７

電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
を
開
始

　
３
月
１
日（
金
）か
ら
、
本
市
発
注

の
各
種
工
事
や
業
務
な
ど
の
契
約
に

つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
契
約
が

可
能
と
な
り
ま
す
。
電
子
契
約
サ
ー

ビ
ス
開
始
後
も
、
今
ま
で
通
り
、
紙

の
契
約
書
を
用
い
た
契
約
も
可
能
で

す
。

　
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

契
約
検
査
課

　

（
５
８
２
）１
１
４
７

　

（
５
８
２
）０
５
３
９

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品

等
価
格
高
騰
重
点
支
援

給
付
金

　
物
価
高
騰
な
ど
に
よ
る
負
担
増
を

踏
ま
え
、
令
和
５
年
度
住
民
税
非
課

税
世
帯
に
対
し
、
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

支
給
額

　
１
世
帯
当
た
り
７
万
円

対 

令
和
５
年
12
月
１
日
時
点
で
本
市

に
住
所
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の
令

和
５
年
度
分
の
住
民
税
が
非
課
税

の
世
帯

支
給
方
法

①�

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高

騰
重
点
支
援
給
付
金（
前
回
３
万

円��

の
給
付
金
）を
受
け
た
世
帯

　

 　
前
回
の
給
付
金
の
受
け
取
り
口

座
に
支
給
し
ま
す
。
振
込
日
は
２

月
上
旬
の
予
定
で
す
。

②
右
記
①
以
外
の
世
帯

　

 　
給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
対
象
世
帯
に
は
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。
必
要
書
類

を
添
付
の
う
え
、
記
入
し
た
申
請

書
を
３
月
2９
日（
金
）ま
で
に
郵
送

ま
た
は
直
接
、
左
記
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い〔
郵
送
の
場
合
は

３
月
31
日（
日
）ま
で
の
消
印
有

効
〕。

問 

〒
５
２
４
―
８
５
８
５

　
吉
身
二
丁
目
５
―
２２

　
生
活
支
援
相
談
課

　

（
５
１
６
）４
０
９
０

　
（
給
付
金
専
用
）

　

（
５
８
２
）１
１
３
８

商
工
観
光
課
か
ら
お
知
ら
せ

県
特
別
高
圧
電
力
料
金

負
担
軽
減
支
援
金

　
県
で
は
、
電
気
料
金
高
騰
に
伴
う

中
小
企
業
な
ど
の
負
担
軽
減
を
図
る

た
め
、「
滋
賀
県
特
別
高
圧
電
力
料
金

負
担
軽
減
支
援
金
」の
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。
申
請
要
領
や
制
度
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

対 ・��

直
接
受
電
事
業
者

　

 （
特
別
高
圧
電
力
の
供
給
を
受
け

て
い
る
事
業
所
な
ど
を
県
内
に
有

す
る
中
小
企
業
な
ど
）

　
※ 

主
な
対
象
イ
メ
ー
ジ
：
工
場
な

ど

・
間
接
受
電
事
業
者

　

 （
特
別
高
圧
電
力
の
供
給
を
受
け

て
い
る
県
内
の
施
設
内
に
、
事
業

所
な
ど
を
有
す
る
中
小
企
業
な

ど
）

　
※ 

主
な
対
象
イ
メ
ー
ジ
：
商
業
施

設
内
の
テ
ナ
ン
ト
な
ど

申 

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
。

　

 

令
和
5
年
10
月
～
12
月
分
は
2
月

9
日（
金
）ま
で
。

問 

県
特
別
高
圧
電
力
料
金
負
担
軽
減

支
援
事
業�

事
務
局

　

（
５
６
１
）１
１
５
４

　

 （
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
５
時
。

土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

　

�shiga_kouatsu@
bsec.jp

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
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養
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講
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